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1．計画策定からこれまでの情勢変化 

 

(1)世界の動向  

 令和 4(2022)年にカナダのモントリオールで開催された COP15 第 2 部において、令和 12(2030) 年までの新た

な目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。 

 新枠組は、2050 年ビジョン、2030 年ミッション、2050 年グローバルゴール、2030 年グローバルターゲット、及びそ

の他の関連要素から構成されています。2030 年グローバルターゲットには、日本が特に重視している 30by30 や自

然を活用した解決策などの要素に加え、進捗を明確にするために 8 個の数値目標が盛り込まれました。 

なお、その他の関連要素として、新枠組の進捗をモニタリング・評価する仕組みである 「レビューメカニズム」も同時に

採択されており、これまでの目標よりも更に実効性を高める仕組みが強化されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：環境省(https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/gbf/kmgbf.html)より 

    

(2)国の動向 

1)生物多様性国家戦略 

平成 22(2010)年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10) 

において採択された「愛知目標」が令和 2(2020)年に期限を迎えました。 令和 4(2022)年に採択された「昆

明・モントリオール生物多様性枠組」をうけ、「生物多様性国家戦略 2023-2030」を令和 5(2023)年に策定し

ました。この国家戦略では、「2030 年ネイチャーポジティブ(自然再興)」の実現を目標に掲げ、5 つの基本戦略が

設定されています。 

 

 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/gbf/kmgbf.html


2)30ｂｙ30・保護地域・自然共生サイト(ＯＥＣＭ) 

30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、令和 12(2030)年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネ 

イチャーポジティブ)というゴールに向け、令和 12(2030) 年までに陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果

的に保全しようとする目標です。この目標を達成することにより、健全な生態系を回復させ、豊かな自然の恵みを

取り戻し、持続可能な地域づくりなどに役立てることができると言われています。 

30by30 の目標達成には、生物多様性の保全が図られている区域を拡充し、質を向上させる必要があります。

このため、自然保護公園などの保護地域拡張のほか、民間の活動によって生物多様性の保全が図られている区

域を、「自然共生サイト」として国が認定する制度が令和 5(2024)年に開始しています。自然共生サイトは、保

護地域と重複しない箇所を OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)として、国際

的なデータベースに登録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省(https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/) 

  

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/


 

3)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(生物多様性促進法) 

   生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とし、地域における様々な主体が連携して行う活動を促進する

ため、令和 5(2024)年 4 月 19 日に公布、令和 6(2025)年 4 月 1 日に施行されました。自然共生サイト認

定制度を土台とし、企業などの活動を促進するための認定制度や、手続きの簡素化などを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：環境省 

  

(3)県の動向 

1)福岡県ワンヘルス推進基本条例 

   ワンヘルス（One Health）とは、「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を一つと捉え、一体的に守って

いくという考え方です。 

   福岡県では、令和 2(2020)年 12 月、ワンヘルスの実践に関する条例として全国で初めてとなる「福岡県ワン

ヘルス推進基本条例」を、令和 4(2022)年 10 月には、ワンヘルスの取組の実効性を確保するため、県や市

町村、事業者、県民が担うべき責務などを定めた「環境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワン

ヘルスの実践促進に関する条例」を制定しました。 

   条例には、ワンヘルスの基本理念や各主体の役割分担とともに、ワンヘルス実践のための 6 つの基本方針が定

められています。 

    

 

 

 

  出典：福岡県「ワンへルスリーフレット」より 

 

 

 

 

 

 



 

2)福岡県ワンヘルス推進行動計画 

    ワンヘルスに関する課題を解決するために、福岡県ワンヘルス推進基本条例で定めた 6 つの基本方針にワン

ヘルスの理念の普及啓発や中核拠点の整備を推進する「ワンヘルス実践の基盤整備」を加え、7 つの柱を設定

し、人と動物の健康と健全な環境が調和した社会実現を推進することとしています。 

    令和４(2022)年度から令和８(2026)年度までの５年間を期間としています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：福岡県（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/one-health-fukuoka-keikaku.html） 

  

(4)市の動向 

  1)第 5 次古賀市総合計画 

    先人たちにより培われた古賀市の強みや地域特性、有用な資源を最大限に活かし、 

未来へ繋ぐとともに、必要な市民サービスを安定的に供給する持続可能なまちをつくり 

あげるため、まちづくりの指針として策定しました。 

「都市基盤と環境が調和し すべての人が快適で安心して暮らせるまち」を基本目 

標の 1 つに掲げ環境の保全と継承をめざします。 

令和 4(2022)年度から令和 13(2031)年度の 10 年間を期間としています。 

    

 

  2)古賀市ワンヘルス推進宣言 

    令和 5 年(2023)3 月 18 日、古賀市は、関連する各分野が連携して、環境保全 

   や人と動物の共生社会づくり、自然や動物とのふれあいを通じた健康づくり、自然と調和 

した産業の振興などに向けた活動に、ワンヘルスの理念のもと取り組んでいく「古賀市ワン 

ヘルス推進宣言」を表明しました。 

 

 

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/one-health-fukuoka-keikaku.html


 

 

  3)第 3 次古賀市環境基本計画 

  「うみ・まち・さと・やまが調和しながら共に育つ環のまち こが」をめざす環境像として掲 

げ、「人と環境が共生するゼロカーボンシティの実現」、「ワンヘルス(人と動物の健康、環 

境の健全性は一つ)の推進」の 2 つの共通テーマに設定し、5 つの環境分野ごとに目標 

と施策を示すとともに、都市基盤と豊かな環境が調和し、誰もが安心して暮らせる持続 

可能なまちを次世代に引き継ぐことをめざします。 

 令和 6(2024)年度から令和 15(2033)年度の 10 年間を計画期間としています。 

 

 

  



 

 

ワンヘルス/ネイチャーポジティブってなぁに？ 

 

(1)ワンヘルスとは 

ワンヘルス(One Health)とは、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と捉え、これらを一体的に守ろうという考

え方で、世界的にその取組が進められています。 

 人獣共通感染症、生物多様性の損失、地球温暖化といった人、動物、環境各分野にまたがる問題を解決するに

は、様々な分野の専⾨家、行政だけでなく、県民、企業、民間団体なども一緒になってワンヘルスを推進していくことが

重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ネイチャーポジティブとは 

ネイチャーポジティブは日本語で「自然再興」と訳され、人間の社会・経済活動による生物多様性の損失を食い止

め、回復軌道に乗せることを意味します。 

令和 4（2022）年 12 月にカナダで開催された生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）にて「昆明・

モントリオール生物多様性枠組」が採択され、令和 12（2030）年までの新たな世界目標としてネイチャーポジティブ

が掲げられました。国は 2030 年ネイチャーポジティブの実現に向けて、人類存続の基盤としての健全な生態系を確保

し、生態系による恵みを維持し回復させ、自然資本を守り活かす社会経済活動を広げるために、これまでの生物多様

性保全施策に加えて気候変動や資源循環等の様々な分野の施策と連携した取組が必要と考えています。 

  



 

 

２．中間見直しの背景と目的 

 (1)中間見直しの背景 

生物多様性古賀戦略は、「自然の恵みに感謝し、次世代へ引き継ぐ 自然と共に育つまち～つなげ

たい！古賀の生命(いのち)伝えたい！共に生きる力～」をめざす将来像として掲げ、平成31(2019 

)年 3 月に策定されました。 

本計画は令和15(2033)年までを計画期間としており、策定されてから今日まで社会動向の変化を

受け中間見直しを行いました。 

上位計画である古賀市環境基本計画の改定を踏まえ、策定後に表出した課題を精査するととも

に、推進施策の取組状況を点検、評価を行い、今後の計画後半で効率的かつ重点的に施策に取り組

むための施策整理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)課題の整理 

本市の自然環境の状況は、絶滅危惧種など希少な生きものが生息・生育する豊かな自然環境を有している一

方で、人間活動などによって生物多様性や生きものの置かれている状況は、依然として厳しい状況にあり、以下のよ

うな課題が残されています。 

 

1)外来生物や有害鳥獣の生息域拡大による生態系や生活環境、農業被害の懸念 

特定外来生物の相談件数や捕獲頭数の増加に加え、分布域拡大、有害鳥獣の増加などによる農作物や生

活環境などへの被害が増加しています。効果的な防除や駆除などの対策を進めていくとともに、外来生物が与え

る影響など正しい知識の普及啓発を図りながら、特定外来生物が侵入した場合は、早期防除に取り組んでいく

必要があります。 

 

2) 生物多様性の浸透不足 

令和 6(2024)年度市民アンケートでの結果から、自然環境や生物多様性を守っていこうという意識をもつ市

民が多い一方、環境保全活動に参加できている市民が少ないという結果が見られました。 

生物多様性の浸透を図るためには、自然観察会など自然と触れ合う機会の創出やワークショップや市民団体  

   意見交換会など生物多様性の保全をしていく人の人材育成など、事業の積み重ねや充実が、浸透に繋がってい 

中間見直しの背景

関係法令

上位関連計画の

改定

社会情勢の変化

古賀市の抱える

課題



くものと考えており、より一層の生物多様性への理解を広める普及啓発や各施策の充実が必要です。 

 

3)生息・生育状況の情報不足 

市内に生息・生育する動植物の情報や自然の豊かさを評価するだけの情報が不足していることから、情報の蓄

積を図り自然環境の現状や経年変化を把握します。 

また、特定外来生物の防除対策を行うための分布状況などの把握、地球温暖化が原因とみられる様々な生

態系への影響を把握することも必要です。 

 

4) 各主体との連携や保全活動の人材の不足 

自然保護・保全活動団体は高齢化や担い手不足など、人材面での課題が顕在化しているため、市民団体

や事業者と協働による啓発事業の充実・拡大を図っていくなど、各主体との連携を広げていく必要があります。 

 

（3）中間見直しの方針 

1）社会情勢の変化を受け、ワンヘルス、ネイチャーポジティブの観点を各施策に加えていきま

す。 

   2）上記の課題や取り組み状況の結果を踏まえ、取り組み内容を整理していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

行動目標 方針 具体的な取組

古賀に生息・生育する生きものの把握

生きものに関する情報を共有する仕組みづくり

森林レクリエーションの場づくり

農とふれあう場づくり

食を通じた自然の大切さの理解促進

生きものとふれあう水辺の充実

生きものとふれあう公園の充実

生きものとふれあうビオトープの充実

生物多様性に関する普及啓発

生物多様性に関する講座や体験学習の推進

学校における環境教育の推進

古賀の生きもの紹介

重要地域の保護・保全

希少生物の保護・保全

森林の保全・再生

農地の保全・再生

ため池の保全・再生

河川の保全・再生

海岸の保全・再生

外来種に関する情報収集と対策の検討

侵略的外来種・特定外来生物への対策

外来種に関する知識の普及啓発

野生鳥獣被害への対策

野生鳥獣被害防止のための啓発

生物多様性に配慮した行動の啓発

環境に配慮した商品の普及啓発

公共施設での取組のPRを通じた地球温暖化対策の推進

ごみの不法投棄、ポイ捨ての防止

環境にやさしい事業者・事業活動の促進

生物多様性に支えられる文化の継承

生物多様性に支えられる食の継承

地産地消の推進

県産木材の活用

自然エネルギーの普及

豊かな自然を活かした観光の振興

生物多様性の恵みを活かした特産品づくり

歩いてん道の普及・活用

多様な主体による保全活動や美化活動の支援

NPOなどの団体からの提案による保全活動事業の実施

多様な主体の情報交換・活動発表の場づくり

多様な主体が連携する事業の促進

人材活用の機会づくり

（１）活動主体の支援

（２）連携の仕組みづくり

（２）自然や生きものとふれあう場の充実

（３）環境教育・学習の推進

（１）重要地域と希少生物の保護・保全

（２）山から海までのつながりを意識した生態系の保全・再生

（３）外来種への対策と野生鳥獣による被害の防止

（４）環境に配慮した行動の推進

（５）自然と調和する伝統的な文化や知恵の継承

（１）自然を活かした暮らしの推進

（２）魅力ある地域づくりへの活用

Action２．生物多様性を守る

Action３．生物多様性を活かす

Action４．環を広げる

生物多様性古賀戦略の取組体系

（１）調査分析・情報提供
Action１．生物多様性を知る


